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蟹江町における人事行政の運営等の状況について 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴ 令和５年度における職員の任免の状況                                     （単位：人） 

区分 

任命権者 

採 用  退      職 

競争試験 選考試験 計 定年等 その他 死 亡 計 

町長部局等 １2 ４ １６ ０ １８ ０ １８ 

教育委員会 １ ０ １ ０ １ ０ １ 

消防本部等 ３ ０ ３ ０ １ ０ １ 

計 １６ 

 
４ ２０ ０ ２０ ０ ２０ 

 

⑵ 職員数（令和５年４月１日現在）          （単位：人） 

区分 

任命権者 
職員定数 現  数 

町長部局等 ２５０ ２２５ 

教育委員会 ２７ ２３ 

消防本部等 ６３ ５８ 

計 ３４０ ３０６ 

 

２ 人事評価の状況 

⑴ 制度の概要 

職員の能力評価及び業績評価を管理し、昇任、昇格、分限等への人事管理や給与等へ反映を行ってい

る。 

 ⑵ 対象職員 

   全職員 

 ⑶ 評価の方法 

   能力評価と業績評価の２本立てで評価を行う。 

 ⑷ 評価期間 

区分 評価の対象となる期間 評価基準日 

能力評価 ４月１日～３月３１日 ２月１日 

業績評価 ４月１日～３月３１日 ２月１日 

 

３ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況（令和５年度一般会計決算額） 

住民基本台帳人口 

（令6.1.1） 

歳 出 額 

Ａ 
実 質 収 支 

人 件 費 

     Ｂ 

人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

37,098人 
千円 

12,432,132 

千円 

574,189 

千円 

2,787,568 

％ 

22.5 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。 

 

⑵ 職員給与費の状況（令和５年度一般会計予算） 

職 員 数 

 

       Ａ 

給        与        費 一人当たり

給 与 費

（Ｂ／Ａ） 

給   料 

 

職 員 手 当 

 

期末・勤勉手当 

 

計 

          Ｂ 
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299人 
千円 

1,010,639 

 千円 

268,301 

千円 

495,656 

千円 

1,774,596 

千円 

5,935 

（注） 給与費は、令和５度当初予算の計上額であり、職員手当には退職手当は含まれていない。 

 

⑶ 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在） 

区   分 初 任 給 
採用２年経過日 

給  料  額 

行政職員 
大学卒 １９６，２００円 ２０８，０００円 

高校卒 １６６，６００円 １７６，１００円 

（注） 採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、その者が良好な勤務成績で勤務し、2年後に受けるこ

ととなる給料額について掲げたものである。 

⑷ 一般行政職員の経験年数別・学歴別平均給料（令和５年４月１日現在） 

区    分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

大  学  卒 
２７７，９００

円 

２９９，１００

円 

３５４，４００

円 

高  校  卒 該当なし   該当なし   該当なし 

 

⑸ 一般行政職員の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在） 

（※税務、保育士、保健師、消防、水道、技能労務職を除く。） 

区  分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計 

標  準  的  な 

職  務  内  容 
部長 次長 課長 課長補佐 

係長   

主査・主任 
主事  

職 員 数  ４人 ３人 １４人 １４人 ４９人 ２４人 ２１人 １２９人 

構 成 比 3.1％ 2.3％ 10.9％ 10.9％ 38.0％ 18.6％ 16.3％ 100.0％ 

 

⑹ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在） 

区    分 平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢 

一般行政職員 ２７９，４００円 ３７．１歳 

 

⑺ 職員手当の状況（令和５年４月１日現在） 

 

 

 

期末・勤勉

手当 

 期  末 勤  勉 

６月期 
月分 

      １．２ 

月分 

１．０ 

12月期 
月分 

１．２５ 

月分 

１．０５ 

計 
月分 

２．４５  

月分 

 ２．０５ 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 

 

退職手当 

 自己都合 定年・勧奨 

令和４年度中の一

人 平 均 支 給 額 
１，２４０千円 １６，７６４千円 

 

地域手当 

支 給 対 象 地 域 全  地  域 

支 給 率 ６％ 

支 給 対 象 職 員 数 ３００人 

支給対象職員一人当たり平均支給月額 １６，７５２円 
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⑻ 特別職の報酬等の状況 

区    分 報 酬 等 の 月 額 期  末  手  当 

町     長 ８９５，０００円  

６月期     １．６５月分 

１２月期     １．７５月分 

   計     ３．４月分 

副  町  長 ７４５，０００円 

教  育  長 ６６５，０００円 

議     長 ４１０，０００円 

副  議  長 ３２５，０００円 

議     員 ３００，０００円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場）（令和５年４月１日現在） 

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間４５分 ８：３０ １７：１５ １２：００～１３：００ 

 

⑵ 休暇の種類（令和５年４月１日現在）  

区分 付与日数 区分 付与日数 区分 付与日数 

年次休暇 ２０日 結  婚 ７日以内 父母の祭日 １日 

病気休暇 
必要と認められる最小

限度の期間 
出  産 

産前７週間 

産後８週間 
忌引 

親族の区分により１日

から10日までの期間 

選挙権等行使 必要と認められる期間 育児時間 １日２回 夏季休暇 ５日以内 

証人等出頭 必要と認められる期間 妻の出産補助 ２日以内 住居滅失 ７日以内 

骨髄移植 必要と認められる期間 育児参加 ５日以内 交通遮断 必要と認められる期間 

ボランティア ５日以内 子の看護 ５日以内 介護休暇 必要と認められる期間 

 

５ 職員の休業に関する状況 

育児休業等取得者数（令和５年度中に新たに育児休業（部分休業）を取得した職員数）（単位：人） 

区  分 
町長部局等 教育委員会 消防本部等 計 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

育児休業取得者数 １ ２ ０ ０ １ ０ ２ ２ 

部分休業取得者数 １ ３ ０ ０ ０ ０ １ ３ 

計 ２ ５ ０ ０ １ ０ ３ ６ 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 職員の分限処分の状況 

ア 休職の状況（令和５年度）                         （単位：人） 

理由 

 

 

区分 

心身の故障

のため、長期

の休養を要

する場合 

刑事事件に

関し起訴さ

れた場合 

学術に関す

る事項の調

査、研究又は

指導に従事

する場合 

外国の政府

等の招きに

より、これら

の機関の業

務に従事す

る場合 

災害により、

生死不明又

は所在不明

となった場

合 

合 計 

町 長 部 局 等 ６ ０ ０ ０ ０ ６ 

教 育 委 員 会 １ ０ ０ ０ ０ １ 

消 防 本 部 等 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ７ ０ ０ ０ ０ ７ 
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イ 職員の意に反する降任・免職の状況（令和５年度）        （単位：人） 

理由 

 

 

処分内容 

勤務実績が

良くない場

合 

心身の故障

のため職務

遂行に支障

がある場合 

職に必要な

適格性を欠

く場合 

廃職又は過

員を生じた

場合 

合  計 

降任 

町長部局等 ０ ０ ０ ０ ０ 

教育委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

消防本部等 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ ０ 

免職 

町長部局等 ０ ０ ０ ０ ０ 

教育委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

消防本部等 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

⑵ 職員の懲戒処分の状況（令和５年度）                    （単位：人） 

処分の種類 

処分事由 
免職 停職 減給 戒告 合計 

町

長

部

局

等 

給与・任用に関する不正関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

一般服務違反関係 

（職務専念義務違反、職務命令違反等） 

  ０   ０   ０   ０   ０ 

一般非行関係（傷害、暴行等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

収賄等関係（収賄、横領等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

道路交通法違反関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

監督責任関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

小    計   ０   ０   ０   ０   ０ 

教

育

委

員

会 

給与・任用に関する不正関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

一般服務違反関係 

（職務専念義務違反、職務命令違反等） 

  ０   ０   ０   ０   ０ 

一般非行関係（傷害、暴行等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

収賄等関係（収賄、横領等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

道路交通法違反関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

監督責任関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

小    計   ０   ０   ０   ０   ０ 

消

防

本

部

等 

給与・任用に関する不正関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

一般服務違反関係 

（職務専念義務違反、職務命令違反等） 

  ０   ０   ０   ０   ０ 

一般非行関係（傷害、暴行等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

収賄等関係（収賄、横領等）   ０   ０   ０   ０   ０ 

道路交通法違反関係   ０   ０   １   ０   ０ 

監督責任関係   ０   ０   ０   ０   ０ 

小    計   ０   ０   ０   ０   ０ 

合     計   ０   ０   １   ０   ０ 

 

７ 職員の服務の状況 

服務制度に関する研修及び綱紀粛正等の実施状況 

地方公務員法に定められた町職員としての義務を周知徹底するため、随時、職員研修または主管部

課長会議や通知文書等により、服務規律の徹底を図っている。 
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８ 職員の退職管理の状況 

  平成29年４月１日に、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するため

の所要の措置を講ずることを内容とする改正地方公務員法（以下「改正法」という。）が施行された。 

  改正法の施行に合わせ、改正法による規制のほか、「職員の退職管理に関する条例」（以下「条例」

という。）を制定し、本町職員の退職管理の適正化を図り、町政に対するより一層の信頼を確保できる

ように取り組んでいる。 

 【退職管理の規制等の概要】 

 ⑴ 再就職者による依頼等（働きかけ）の規制（改正法第38条の２） 

   営利企業等に再就職した元職員が、離職前の職務に関して、現職職員へ働きかけすることが禁止

されている。 

 ⑵ 再就職情報の届出（条例第３条） 

   管理又は監督の地位にある職員であった者は、離職後２年間、再就職した場合は任命権者に届け

ることが義務付けられている。 

 

９ 職員の研修の状況 

蟹江町職員の研修に関する規程に基づき、職務上の高度な知識、能力を習得するため職員研修を実

施している。 

   令和５年度研修実績 

研   修   名 受講者数 研 修 主 催 

新規採用職員研修 １２名 海部地区市町村職員研修協議会 

一般職員研修 ３５名 〃 

コミュニケーション力向上研修 ３名 〃 

部長研修 ４名 愛知県市町村振興協会研修センター 

課長研修 ４名 〃 

民法研修（財産法） １名 〃 

地方税研修（民税） ２名 〃 

地方税研修（土地） １名 〃 

地方自治法研修 ６名 〃 

地方公務員法研修 ５名 〃 

法制執務研修（基礎） ４名 〃 

法制執務研修（実務） ５名 〃 

複式簿記研修（基礎） １名 〃 

複式簿記研修（実務） １名 〃 

財政会計初任者実務研修 １名 〃 

広報戦略研修 ２名 〃 

行政法基礎研修 １名 〃 

秘書研修 １名 〃 

折衝力・交渉力向上研修 １名 〃 

みんなで取り組む職場のメンタルヘルス研修 １名 〃 

キャリアップ研修（女性職員研修） １名 〃 

ロジカルシンキング研修 １名 〃 

DX研修 １名 〃 

情報公開・個人情報保護研修 ２名 〃 

新規採用職員入職時研修 １８名 蟹    江    町 

資金調達・運用・財政分析の集中講座 １名 全国市町村国際文化研修所 

選挙事務 １名 〃 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

⑴ 職員互助会（令和５年度） 

福利厚生事業に係る決算額 ６，１８０千円 

互助組合等に対する補助金等の額 ９３８千円 

互助組合等の事務費・人件費に係るものの額 １千円 

会員による掛金の額 ２，９００千円 

公費負担率 ２４．４％ 

会員一人当たりの補助金額 ３，０１１ 

 

⑵ 職員の災害補償 

  ア 公務災害認定件数（町長部局等及び教育委員会）           （令和５年度） 

負   傷 疾   病 死   亡 合 計 

       ０       ０       ０        ０ 

   ※（ ）は現在、公務災害補償基金にて認定審査中の件数 

イ 通勤災害認定件数（町長部局等及び教育委員会）（令和５年度） 

出勤途上 退勤途上 合 計 

       ０       ０        ０ 

 

１１ 公平委員会の業務の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和５年度） 

区      分 件    数 備    考 

前年度からの繰越件数  （ Ａ ） －  

当年度中の新規要求件数（ Ｂ ） － 

当年度中取扱い件数   （C=A+B） － 

当年度中終了件数      （ Ｄ ） － 

次年度への繰越件数    (E=C-D) － 

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和５年度） 

区      分 件    数 備    考 

前年度からの繰越件数  （ Ａ ） －  

当年度中の新規要求件数（ Ｂ ） － 

当年度中取扱い件数   （C=A+B） － 

当年度中終了件数      （ Ｄ ） － 

次年度への繰越件数    (E=C-D) － 

 


